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目 次 

規則 
○ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則の一部を改正する

規則（医療整備課） 

○ 射撃競技用拳銃及び空気拳銃の所持許可の期間を定める規則等の一部を改正する規則

（保安課） 

管理規程 
○ 埼玉県企業職員就業規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

告示 
○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療機関及び施術機関の指定（社会

福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

変更の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

廃止の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の辞退の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護機関の指定（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の変更の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
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等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 身体障害者福祉法第 15条の医師の指定（障害者福祉推進課） 

○ 身体障害者福祉法第 15条の医師の指定の辞退（障害者福祉推進課） 

○ 建設業法第 28条第 3項に基づく営業停止処分（建設管理課） 

○ 指定納付受託者の指定（出納総務課） 

○ 狭山都市計画下水道事業狭山公共下水道の変更認可（下水道事業課） 

○ 県道柿木町蒲生線の供用の開始（越谷県土整備事務所） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 建築基準法第 42 条第１項第５号に基づく道路の位置の指定の取消し（川越建築安全セ

ンター） 

○ 建築基準法第 42 条第１項第５号に基づく道路の位置の指定の取消し（川越建築安全セ

ンター） 

○ 建築基準法第 42条第１項第４号に基づく道路の指定の取消し（川越建築安全センター） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 
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則 

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
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則
の
一
部
を
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す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
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裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
六
号 

 
 

 

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
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す
る
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細
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を
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あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
五
年

埼
玉
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を

削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す

る
法
律
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

あ
て
先

 
宛
先

 
㊞

 



 射撃競技用拳銃及び空気拳銃の所持許可の期間を定める規則等の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

令和７年２月２８日 

埼玉県公安委員会委員長 加 村 啓 二 

埼玉県公安委員会規則第１号 

射撃競技用拳銃及び空気拳銃の所持許可の期間を定める規則等の一部を改正する規

則 

（射撃競技用拳銃及び空気拳銃の所持許可の期間を定める規則の一部改正） 

第１条 射撃競技用拳銃及び空気拳銃の所持許可の期間を定める規則（昭和53年埼玉県公安委

員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 本則中「第６条第１項」を「第９条第１項」に改める。 

（教習資格認定証の有効期間を定める規則の一部改正） 

第２条 教習資格認定証の有効期間を定める規則（昭和55年埼玉県公安委員会規則第６号）の

一部を次のように改正する。 

  本則中「第26条第２項」を「第33条第２項」に改める。 

（芸能の公演及び博覧会その他これに類する催しにおける銃砲又は刀剣類の所持の許可の期

間を定める規則の一部改正） 

第３条 芸能の公演及び博覧会その他これに類する催しにおける銃砲又は刀剣類の所持の許可

の期間を定める規則（平成４年埼玉県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する

。 

  本則中「第６条第２項」を「第９条第２項」に改める。 

（銃砲刀剣類所持等取締法に基づく埼玉県公安委員会が行う医師の指定に関する規則の一部

改正） 

第４条 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく埼玉県公安委員会が行う医師の指定に関する規則（

平成21年埼玉県公安委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

第１条第１項の表中「第８条第３号」を「第11条第３号」に改める。 

附 則 

この規則は、令和７年３月１日から施行する。 
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埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
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十
八
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埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
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板 
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埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

二 

大
規
模
災
害
等
へ
の
対
応
の
た
め
、
職
務
の
遂
行
上
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
職
務
に
従
事
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
週
休
日
及
び
休
憩
時
間
に

つ
い
て
は
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
が
別
に

定
め
る
。 
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（
施
行
期
日
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１ 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

２ 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平
成
十
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理

規
程
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
を
第

五
項
と
す
る
。 
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埼
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示
第
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十
二
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生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
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び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
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び
に
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進
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律
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第
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四
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四
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九
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び
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五
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五
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一
項
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定
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療
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医
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担
当
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機
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又
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施
術
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当
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と
し
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次
の
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し
た
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ず
ほ
在
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ッ
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喜
リ
ウ
マ
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ク
リ

ニ
ッ
ク 

Ｌ
ｅ
Ｍ
ｏ
ｎ
こ
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も
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リ
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ッ
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埼
友
草
加
透
析
ク
リ

ニ
ッ
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み
や
は
ら
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ッ
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医
療
法
人
ル
カ
会 

 

医
療
法
人
扶
顚
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医
療
法
人
詩
朋
会 

 

医
療
法
人
慈
公
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医
療
法
人
埼
友
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宮
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庸
介 

開 
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名 

富
士
見
市
東
み
ず
ほ
台
一―

九―

二
七―

二
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久
喜
市
下
清
久
三
九
五―
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久
喜
市
久
喜
中
央
四―
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一

一
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー
久
喜
店
五

階 蕨
市
錦
町
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二
六
レ
ジ
デ
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ス
北
戸
田
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加
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月
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月
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訪
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護
ス
テ
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シ
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ｇ
ａ
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ン
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訪
問
看
護

南
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あ
い
し
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訪
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護
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療
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ニ
ッ
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医
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ら
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医
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ら
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谷
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久
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七
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七
年
二
月
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七
年
二
月

一
日 
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和
七
年
一
月

一
日 

令
和
七
年
一
月

一
日 

令
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七
年
一
月

一
日 
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和
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二

月
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和
七
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令
和
七
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二
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臼
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虎

大

朗 堀
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典
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村
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未
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前
多 

久
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松
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正
志 
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ハ
ー
ト
フ
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鍼
灸

マ
ッ
サ
ー
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久
喜 

ら
い
ふ
株
式
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社 

ら
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ふ
鍼
灸
マ
ッ

サ
ー
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治
療
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あ
さ
ひ
マ
ッ
サ
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治
療
院 

ゆ
き
訪
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マ
ッ
サ

ー
ジ 

成
田
あ
ん
摩
マ
ッ

サ
ー
ジ
鍼
灸
治
療

院 名 
 

称 

施 
 

術 
 

所    

久
喜
市
本
町
三―

三―
三
四―

三
〇
二 

久
喜
市
下
早
見
一
六
七―

二 

東
京
都
板
橋
区
成
増
三―

一
七

―
一
四
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
成
丘
二
〇

二 東
京
都
国
分
寺
市
東
元
町
三―

一
九―

四
〇―

一
〇
七 

熊
谷
市
上
之
八
四
五―

七 

所 

在 
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令
和
七
年
一
月

十
日 

令
和
七
年
一
月

二
十
九
日 

令
和
六
年
十
二

月
二
十
六
日 

令
和
七
年
一
月

一
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令
和
七
年
一
月

九
日 
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定
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月
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埼
玉
県
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示
第
百
十
三
号 

生
活
保
護
法
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昭
和
二
十
五
年
法
律
第
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四
十
四
号
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四
十
九
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及
び
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五
十
五
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第
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並
び
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中
国
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留
邦
人
等
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滑
な
帰
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特
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支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
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第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
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和
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指
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療
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護
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金
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イ
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開
設
者
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称 

所
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名

称 

変

更

事

項 

株
式
会
社 

福
祉
の
街 

訪
問
看
護
ふ
く
し
の
ま
ち

熊
谷 

所
沢
市
緑
町
四―

九―

四

桐
華
マ
ン
シ
ョ
ン
一
〇
一 

は
な
ま
る
薬
局 

金
山
店 

は
な
ま
る
薬
局 

新
座
店 

変

更

前 

セ
ン
ト
ケ
ア
・
Ｒ
ｅ
ｐ
ｌ
ｕ

ｓ
株
式
会
社 

リ
プ
ラ
ス
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
熊
谷 

所
沢
市
金
山
町
一
二―

一

三 ア
イ
ン
薬
局 

金
山
店 

ア
イ
ン
薬
局 

新
座
店 

変

更

後 



二 

指
定
施
術
機
関 

      

小
林 

寛
之 

金
子 

康
之 

野
口 

綾
乃 

根
本 

悠
希 

清
水 

聡
司 

氏

名 

施
術
所 

施
術
所 

施
術
所 

施
術
所 

施
術
所 

変

更

事

項 

名

称 

所

在

地 

名

称 

所
在
地 

所

在

地 

名

称 

所

在

地 
名

称 

訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ 

誠 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

茨
城
県
古
河
市
鴻
巣
九

四―

六 

東
京
都
大
田
区
北
嶺
町

三
四―

一 

鍼
灸
院 

お
ん
た
け 

所
沢
市
小
手
指
町
二―

一
三―

五
小
手
指
サ
ン

ハ
イ
ツ
一
〇
三 

有
限
会
社
小
澤
接
骨
院 

変

更

前 

小
林 

寛
之 

鴻
巣
市
生
出
塚
二―

一

八―

一 

二
階 

こ
う
の
す
共
生
訪
問
マ
ッ

サ
ー
ジ 

茨
城
県
古
河
市
長
谷
町

三
四―

一
〇
木
塚
ビ
ル

一
〇
一 

千
葉
県
松
戸
市
常
盤
平

五―

一
二―

一
五―

一

〇
一 

と
も
し
び
鍼
灸
院 

所
沢
市
林
三―

五
七
一

―

一
〇
四 

し
み
ず
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ 

変

更

後 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
四
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
医
療
機
関 

社
会
福
祉
法
人 

ゆ
ず

の
木 

陣
屋
ク
リ
ニ
ッ

ク み
や
は
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク 

中
山
内
科
医
院 

久
喜
リ
ウ
マ
チ
ク
リ
ニ

ッ
ク 

扶
顚
堂
た
か
ぎ
ク
リ
ニ

ッ
ク 

原
医
院 

は
し
も
と
整
形
・
形
成

外
科 

名 

称 

新
座
市
野
火
止
一―

一
九―

一
五 

深
谷
市
上
原
一
〇
四
四―

二 

所
沢
市
東
狭
山
ケ
丘
三―

七
一
三―

三
六 

久
喜
市
久
喜
中
央
四―

九―

一
一
イ
ト
ー
ヨ

ー
カ
ド
ー
五
Ｆ 

久
喜
市
下
清
久
二
七
〇―

一 

比
企
郡
小
川
町
大
字
大
塚
八
六 

鴻
巣
市
登
戸
一
一
七―

一 

所 
在 

地 

令
和
六
年
十
一
月
三

十
日 

令
和
六
年
十
二
月
三

十
一
日 

令
和
六
年
十
二
月
二

十
七
日 

令
和
六
年
十
二
月
三

十
一
日 

令
和
六
年
十
二
月
三

十
一
日 

令
和
六
年
十
二
月
二

十
六
日 

令
和
六
年
十
二
月
十

五
日 

廃
止
年
月
日 



  

う
ら
べ
歯
科
医
院 

さ
く
ら
歯
科
医
院 

藤
野
木
歯
科
医
院 

菅
井
歯
科
医
院 

野
口
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

江
口
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団 

相
栄

会 

か
ぞ
マ
イ
ン
デ
ン

タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク 

林
歯
科
医
院 

み
ず
ほ
在
宅
医
療 

吉
川
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ

ニ
ッ
ク 

一
般
社
団
法
人
敬
愛
会

Ｍ
Ｃ
Ｐ
新
座
ク
リ
ニ
ッ

ク 

桶
川
市
下
日
出
谷
八
四
八―

五 

草
加
市
金
明
町
二
五
五―

一
信
用
第
一
ビ
ル

二
Ｆ 

深
谷
市
藤
野
木
九
九―

一 

狭
山
市
南
入
曽
四
五
六―

二 

春
日
部
市
牛
島
一
五
六
八 

東
松
山
市
大
字
宮
鼻
一
〇
一
四―

三 

加
須
市
中
央
一―

一―

一
五
東
武
ス
ト
ア
か

ぞ
マ
イ
ン
店
三
階 

久
喜
市
吉
羽
三―
一―

一
五 

富
士
見
市
東
み
ず
ほ
台
一―

九―

二
七―

二

Ｆ 吉
川
市
保
一―

二
九―

一
二 

新
座
市
馬
場
一―

二―

三
三
Ｓ
Ｃ
コ
ー
ポ
レ

ー
シ
ョ
ン
一
階 

令
和
六
年
十
二
月
三

十
一
日 

令
和
六
年
十
二
月
十

四
日 

令
和
六
年
十
二
月
三

十
一
日 

令
和
七
年
一
月
五
日 

令
和
六
年
十
二
月
三

十
一
日 

令
和
六
年
十
二
月
二

十
日 

令
和
六
年
十
二
月
二

十
一
日 

令
和
六
年
十
二
月
二

十
四
日 

令
和
六
年
十
二
月
三

十
一
日 

令
和
六
年
十
一
月
三

十
日 

令
和
七
年
一
月
八
日 



      

稲
垣
薬
局 

東
松
山
店 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
越
生

店 ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
秩
父

小
鹿
野
店 

爽
や
か
薬
局
．
北
本
店 

ス
ギ
薬
局 

東
み
ず
ほ

台
店 

団
地
薬
局 

高
橋
薬
局 

ブ
レ
イ
ブ
薬
局 

蕨
店 

ス
ギ
薬
局 
飯
能
店 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局 

行

田
持
田
店 

東
松
山
市
松
山
一
八
二
五―

三 

入
間
郡
越
生
町
越
生
東
二―

六―

二 

秩
父
郡
小
鹿
野
町
小
鹿
野
一
九
七
九 

北
本
市
中
央
二―

六
二 

富
士
見
市
東
み
ず
ほ
台
二―

六―

四 

三
郷
市
彦
成
三―

七―

六―
四 

坂
戸
市
千
代
田
一―

一
八―

一
一 

蕨
市
中
央
三―

一
九―

七
Ｓ
Ａ
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｓ 

Ｗ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｂ
Ｉ
一
階 

飯
能
市
岩
沢
二
七
七―

一 

行
田
市
持
田
一―

一
〇―

一
五 

令
和
六
年
十
二
月
二

十
七
日 

令
和
六
年
十
二
月
三

十
一
日 

令
和
六
年
十
二
月
三

十
一
日 

令
和
六
年
十
月
十
一

日 令
和
六
年
十
一
月
三

十
日 

令
和
七
年
一
月
九
日 

令
和
六
年
十
一
月
二

十
一
日 

令
和
六
年
十
二
月
三

十
一
日 

令
和
六
年
十
一
月
三

十
日 

令
和
六
年
十
二
月
三

十
一
日 



二 

指
定
施
術
機
関 

  

矢
島 

幸
紀 

氏 
 

名 

 
住
所 

あ
か
り
接
骨
院 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

東
京
都
中
野
区
弥
生
町

二―

三
〇―

一
四
秋
山
ビ

ル
一
〇
一 所 

在 

地 

令
和
六
年
十
二
月
三

十
一
日 廃

止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
五
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

所
沢
き
た
の
歯
科 

名 
 

称 

所
沢
市
喜
多
町
八―

六 

所 
 

在 
 

地 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

辞

退

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
休
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

板
倉
歯
科
医
院 

名 
 

称 

所
沢
市
宮
本
町
二
丁
目
二
〇―

三 

所 
 

在 
 

地 

令
和
七
年
一
月
一
日 

休

止

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し 

て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

あ
ず
ま
リ
ウ
マ

チ
・
内
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

富
士
薬
局 

喜
沢

店 

名
称 

狭
山
市
入
間
川

一―

三―

二
ス

カ
イ
テ
ラ
ス
商

業
施
設
棟
三
Ｆ 

戸
田
市
喜
沢
一

―

二
八―

三
九 

所
在
地 

医
療
法
人
リ
ウ

マ
チ
謙
恵
会 

コ
ア
・
フ
ァ
ー

マ
シ
ー
株
式
会

社 

開
設
者
名 

介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン 

介
護
予
防
訪
問

看
護 

居
宅
療
養
管
理

指
導 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン 

訪
問
看
護 

介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理

指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
六
年
四
月
一

日 令
和
六
年
十
二
月

一
日 指

定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
八
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

ア
イ
ン
薬
局 

新
座

店 ア
イ
ン
薬
局 

金
山

店 

名
称 

事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 変
更
事
項 

は
な
ま
る
薬
局 

新
座
店 

は
な
ま
る
薬
局 

金
山
店 

 

変
更
前 

ア
イ
ン
薬
局 

新
座
店 

ア
イ
ン
薬
局 

金
山
店 

 
変
更
後 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 
介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

             

富
家
在
宅
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
ケ
ア
セ

ン
タ
ー 

有
料
老
人
ホ
ー
ム 

さ
い
た
ま
妙
松
苑 

名
称 

ふ
じ
み
野
市
亀
久

保
一
八
三
九―

四 

加
須
市
志
多
見
二

三
三
四―

五 

所
在
地 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン 

訪
問
看
護 

介
護
予
防
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護 

特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

平
成
十
八
年
四
月
二

日 令
和
六
年
三
月
三
十

一
日 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
号 

 
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十

九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 



壁 

健
一 

古
味 

優
季 

長
井 

良
昭 

船
山 

い
ず
み 

森 

秀
暁 

医
師
の
氏
名 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

指
定
障
害
区
分 

眼
科 

眼
科 

呼
吸
器
内
科 

人
工
透
析
科 

心
臓
血
管
外
科 

診
療
科
名 

と
こ
ろ
ざ
わ
日
吉
町
眼
科 

日
本
赤
十
字
社 

深
谷
赤

十
字
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

医
療
法
人
社
団
彩
優
会 

栗

橋
病
院 

医

療

法

人

社

団

博

翔

会 

桃
泉
園
北
本
病
院 

医
療
機
関
の
名
称 

所
沢
市
日
吉
町
十
八―

四 

深
谷
市
上
柴
町
西
五―

八

―

一 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本

郷
三
十
八 

埼
玉
県
久
喜
市
小
右
衛
門

七
百
十
四―

六 

北
本
市
深
井
三―

七
十
五 

医
療
機
関
の
所
在
地 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
一
月
十
七
日 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

令
和
六
年
十
月
一
日 

指
定
年
月
日 

 



神
代 

由
紀 

荻
野 

隆
史 

安
達 

憲
一
郎 

西
山 

秀
徳 

尾
立 

樹
一
郎 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

聴
覚
障
害
、
平
衡
機
能

障
害
、
音
声
・
言
語
機

能
障
害
、
そ
し
ゃ
く
機

能
障
害 

音
声
・
言
語
機
能
障

害
、
そ
し
ゃ
く
機
能
障

害
、
肢
体
不
自
由 

内
科 

内
科 

外
科 

耳
鼻
咽
喉
科 

脳
神
経
内
科 

医
療
法
人
寿
鶴
会 

菅
野

病
院 

本
庄
早
稲
田
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医

療

法

人

社

団

埼

西

会 

影
森
ク
リ
ニ
ッ
ク 

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

機
構
埼
玉
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
国
際
医
療

セ
ン
タ
ー 

和
光
市
本
町
二
十
八―

三 

本
庄
市
早
稲
田
の
杜
三―

十
四―

五 

秩
父
市
下
影
森
九
百
三
十

九―

二 

一
階 

和
光
市
諏
訪
二―

一 

日
高
市
山
根
千
三
百
九
十

七―

一 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 



野
口 

悦
孝 

滝
島 

茂 

木 

洋
介 

木
﨑 

健 

姜 

昌
林 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

脳
神
経
外
科 

小
児
科 

総
合
内
科
、
整
形

外
科 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
科 

総
合
内
科
、
救
急

科 

医

療

法

人

社

団

愛

友

会 

三
郷
中
央
総
合
病
院 

草
加
市
立
病
院 

医
療
法
人 

後
谷
診
療
所 

医
療
法
人
啓
仁
会 

平
成

の
森
・
川
島
病
院 

本
町
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク 

三
郷
市
中
央
四―

五―

一 

草
加
市
草
加
二―

二
十
一

―

一 

八
潮
市
南
後
谷
七
百
五
十

一 比
企
郡
川
島
町
畑
中
四
百

七
十
八―

一 

久
喜
市
本
町
三―

十
六―

二
十
三 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 



小
林 

慎
一
郎 

渡

 

充 

山

 

隆
仁 

飯
田 

和
章 

橋
本 

ば
く 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

整
形
外
科 

脳
神
経
外
科 

整
形
外
科 

整
形
外
科 

内
科 

と
だ
小
林
医
院 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

医

療

法

人

社

団

昭

明

会 

吉
川
整
形
外
科 

医
療
法
人 

は
ん
だ
整
形
外

科 医
療
法
人
啓
仁
会 

平
成

の
森
・
川
島
病
院 

戸
田
市
喜
沢
一―

二
十
七

―

十 

上
尾
市
西
貝
塚
百
四
十
八

―

一 

吉
川
市
中
央
一―

十
五―

二
十 

鶴
ヶ
島
市
新
町
二―

二
十

一―

十
二 

比
企
郡
川
島
町
畑
中
四
百

七
十
八―

一 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 



湯
地 

大
輔 

三
宅 

隆
之 

崔 

正
哉 

飯
田 

健
太 

矢
澤 

聰 
心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害
、
じ
ん

臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

循
環
器
科 

循
環
器
内
科 

内
科
、
循
環
器
、
循

環
器
内
科 

循
環
器
科 

内
科 

医
療
法
人
同
愛
会 

熊
谷

外
科
病
院 

医

療

法

人

社

団

桜

友

会 
所
沢
ハ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

医

療

法

人

社

団

宏

仁

会 

小
川
病
院 

医

療

法

人

社

団

明

雄

会 

北
所
沢
病
院 

医
療
法
人
慶
聰
会 

矢
澤

ク
リ
ニ
ッ
ク
北
本 

熊
谷
市
佐
谷
田
三
千
八
百

十
一―

一 

所
沢
市
上
新
井
二―

六
十

一―

十
一 

比
企
郡
小
川
町
原
川
二
百

五 所
沢
市
下
富
千
二
百
七
十

―

九 

北
本
市
北
本
一―

五
十
一 

マ
ツ
ヤ
ビ
ル
二
階
Ｃ
号
室 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 



江
浦 

瑠
美
子 

五
十
嵐 

匠 

吉
田 

祐
樹 

古
賀 

健
史 

石
井 

洋
輝 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機

能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

泌
尿
器
科 

泌
尿
器
科 

泌
尿
器
科 

小
児
科 

腎
臓
内
科 

社
会
医
療
法
人
財
団
石
心

会 

さ
や
ま
総
合
ク
リ
ニ
ッ

ク 医
療
法
人
徳
洲
会 

羽
生

総
合
病
院 

社
会
医
療
法
人
社
団
埼
玉

巨
樹
の
会 

新
久
喜
総
合

病
院 

社
会
医
療
法
人 

熊
谷
総

合
病
院 

社

会

医

療

法

人

壮

幸

会 

行
田
総
合
病
院 

狭
山
市
入
間
川
四―

十
五

―

二
十
五 

羽
生
市
下
岩
瀬
四
百
四
十

六 久
喜
市
上
早
見
四
百
十
八

―

一 

熊
谷
市
中
西
四―

五―

一 

行
田
市
持
田
三
百
七
十
六 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

令
和
七
年
二
月
十
四
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
一
号 

 
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第

三
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



 

猪
俣 

俊
晴 

久
保
田 

達
巳 

上
林 

潔 

楠
元 

恵
一 

渡

 

文
絵 

医
師
の
氏
名 

視
覚
障
害 

肢
体
不
自
由
、
じ
ん
臓
機
能

障
害
、
呼
吸
器
機
能
障
害 

視
覚
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

指
定
障
害
区
分 

猪
俣
眼
科
医
院 

医
療
法
人
社
団
友
希
会 

く
ぼ
た
医
院 

医
療
法
人
社
団
豊
栄
会 

松
伏
眼
科
ク
リ

ニ
ッ
ク 

医
療
法
人 

蕨
セ
ン
ト
ラ
ル
整
形
外
科 

医
療
法
人
啓
仁
会 

所
沢
ロ
イ
ヤ
ル
病
院 

医
療
機
関
の
名
称 

所
沢
市
小
手
指
町
三―

三
十

一―

十
三 

児
玉
郡
上
里
町
大
字
神
保
原

町
二
千
二
百
十
八―

一 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
上
赤

岩
八
百
四
十
一―

一―

二 

蕨
市
中
央
一―

十
七―

三
十

五
ク
リ
エ
イ
ト
ビ
ル
二
階 

所
沢
市
北
野
三―

一―

十
一 

医
療
機
関
の
所
在
地 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

令
和
七
年
一
月
二
十
七
日 

令
和
七
年
一
月
一
日 

令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日 

令
和
六
年
一
月
三
十
一
日 

辞
退
年
月
日 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
二
号 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

二 

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号 

 

イ 

商
号 

 
 

 

ト
ー
キ
ョ
ー
メ
ン
キ
株
式
会
社 

 

ロ 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
白
幡
六
丁
目
十
九
番
十
六
号 

 

ハ 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

築
地 

和
彦 

 

ニ 

許
可
番
号 

 
 

 

な
し 

三 

処
分
の
内
容 

 
 

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
の
停
止 

 

イ 

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲 

 
 

 

建
設
業
に
関
す
る
営
業
の
全
て 

 

ロ 

停
止
を
命
ず
る
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
三
月
十
日
か
ら
同
年
三
月
十
四
日
ま
で
の
五
日
間 

四 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

ト
ー
キ
ョ
ー
メ
ン
キ
株
式
会
社
は
、
令
和
三
年
十
二
月
か
ら
令
和
六
年
五
月
ま
で
の
間
に
受

注
し
た
民
間
工
事
の
機
械
器
具
設
置
工
事
に
つ
い
て
、
建
設
業
法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定

め
る
軽
微
な
建
設
工
事
の
金
額
以
上
の
工
事
を
複
数
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と
は
、
同
法
第
三
条

第
一
項
に
違
反
し
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
。 



埼
玉
県
立
嵐
山
史
跡
の

博
物
館
及
び
埼
玉
県
立

加
須
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
に

お
い
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
決
済
を
利
用
し
て
納

付
さ
れ
る
使
用
料
、
手

数
料
、
売
払
収
入
及
び

雑
入 歳

入 

東
京
都
港
区
南
青
山
五
丁
目
一
番
二
十

二
号 

株
式
会
社
ジ
ェ
ー
シ
ー
ビ
ー 

代
表
取
締
役
兼
執
行
役
員
社
長 

二
重 

孝
好 

大
阪
府
大
阪
市
浪
速
区
湊
町
一
丁
目
二

番
三
号 

株
式
会
社
ア
プ
ラ
ス 

代
表
取
締
役
社
長 

嶋
田 

貴
之 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
七
丁

目
四
番
一
号 

株
式
会
社
埼
玉
り
そ
な
銀
行 

代
表
取
締
役
社
長 

福
岡 

聡 

 

指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の
所
在
地
、 

 

名
称
及
び
代
表
者
氏
名 

令
和
七
年
三
月
一
日

か
ら
令
和
十
年
十
月

三
十
一
日
ま
で 

指

定

期

間 

 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
三
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
歳
入
の
納
付
に
つ
い
て
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
を
指
定

納
付
受
託
者
に
指
定
し
た
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

歳
入
、
指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の
所
在
地
等
及
び
指
定
期
間 

                
 

 

 

二 

指
定
を
し
た
日 

 

イ 

株
式
会
社
埼
玉
り
そ
な
銀
行 

令
和
六
年
十
二
月
六
日 

 

ロ 

株
式
会
社
ア
プ
ラ
ス 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

 

ハ 

株
式
会
社
ジ
ェ
ー
シ
ー
ビ
ー 

令
和
七
年
二
月
五
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
四
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
六
号
で
告
示
し
た
狭
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

狭
山
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

狭
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
狭
山
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
六
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 

 
 

 
 

 

昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
六
号
、
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千 

 
 

 
 

三
百
八
十
一
号
、
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
十
三
号
、
昭
和
五
十
六
年
埼 

 
 

 
 

玉
県
告
示
第
千
八
百
七
十
九
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
二
号
、
昭 

 
 

 
 

和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
四
十
一
号
、
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
六
十
二 

 
 

 
 

号
、
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
六
十
六
号
、
平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百 

 
 

 
 

五
十
六
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千 

 
 

 
 

四
百
十
一
号
、
平
成
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号
、
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

示
第
三
百
八
号
、
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
三
号
、
平
成
二
十
七
年
埼
玉 

県
告
示
第
三
百
十
六
号
、
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号
、
令
和
二
年 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号
及
び
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号
の
事
業 

地
に
狭
山
市
入
間
川
字
リ
、
字
ヌ
、
字
ル
、
字
ヲ
、
字
ワ
、
字
カ
、
字
ヨ
及
び
字
ク
、 

大
字
北
入
曽
字
北
入
間
野
、
大
字
青
柳
字
第
六
天
北
後
、
大
字
根
岸
字
三
王
塚
、
大
字 

下
広
瀬
字
西
野
の
各
一
部
を
加
え
、
狭
山
市
狭
山
、
沢
、
鵜
ノ
木
、
入
間
川
字
上
中
原
、 

字
中
原
、
字
沢
久
保
、
字
下
向
沢
、
字
沢
台
、
字
下
窪
、
字
井
戸
窪
台
、
字
中
平
野
、 

字
下
平
野
、
字
ロ
、
字
ニ
及
び
字
レ
、
大
字
北
入
曽
字
三
芳
野
、
字
下
原
、
字
堀
難
井
、 

字
入
間
野
及
び
字
南
入
間
野
、
大
字
南
入
曽
字
北
流
、
字
西
ノ
前
原
、
字
町
屋
道
、
字 



中
原
、
字
北
ノ
前
、
字
上
之
原
、
字
屋
敷
裏
、
字
出
口
、
字
桑
原
、
字
的
場
、
字
故
戦 

場
及
び
字
稲
荷
前
、
大
字
水
野
字
本
堀
、
字
月
見
野
及
び
字
逃
水
、
大
字
加
佐
志
字
天 

沼
、
字
本
開
、
字
普
門
寺
及
び
字
下
向
、
柏
原
字
下
田
、
字
小
山
上
、
字
英
、
字
上
宿
、 

字
上
沢
、
字
宮
原
、
字
城
ノ
越
、
字
御
所
ノ
内
、
字
後
下
河
内
、
字
宮
林
、
字
上
ノ
原
、 

字
半
貫
、
字
南
本
宿
、
字
中
本
宿
、
字
早
道
場
、
字
西
宿
田
及
び
字
宿
田
川
原
、
大
字 

下
奥
富
字
前
田
、
字
三
島
木
、
字
亀
井
、
字
西
方
、
字
小
袋
、
字
吹
上
、
字
芝
、
字
稲 

荷
上
及
び
字
坂
上
、
大
字
上
奥
富
字
渕
畑
、
字
上
三
田
、
字
上
川
原
、
字
川
原
新
田
、 

字
竹
ノ
花
、
字
平
塚
及
び
字
新
堀
、
大
字
青
柳
字
旭
台
、
字
六
万
坊
、
字
三
ッ
ケ
久
保
、 

字
東
丸
山
、
字
西
丸
山
、
字
毛
無
、
字
西
馬
知
屋
敷
、
字
東
馬
知
屋
敷
、
字
新
屋
敷
、 

字
台
、
字
苗
間
及
び
字
新
屋
敷
前
、
大
字
堀
兼
字
雪
見
台
、
字
月
見
台
、
字
広
野
、
字 

芳
野
、
字
旭
野
及
び
字
西
平
野
、
大
字
根
岸
大
道
東
、
大
字
下
広
瀬
字
拓
富
、
大
字
上 

広
瀬
字
霞
ヶ
丘
及
び
字
上
ノ
原
、
大
字
笹
井
字
八
木
、
笹
井
一
丁
目
の
各
一
部
に
お
い 

て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 
 

 
 

  



 

柿
木
町
蒲
生
線 

路 
線 

名 

越
谷
市
蒲
生
本
町
三
六
番
三
地
先
か
ら 

同
市
蒲
生
本
町
三
六
番
五
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
六
年
九
月
三
日
付
け
埼
玉

県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
十
七
号
で
告
示
し
た
道
路

予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 埼

玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

国 

分 

政 

勝 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
七
月
十
九
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
〇
六
〇
〇
六
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
日 

 
 

川
建
セ
第
〇
六
〇
一
八
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

埼
玉
県
入
間
郡
越
生
町
大
字
如
意
字
熊
野
九
百
六
十
八
番
四
十
一 

 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
富
士
見
市
鶴
馬
三
丁
目
二
十
番
十
六
号 

 
 

田
中 

久
佳 



告 
 

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
十
七
日
第
七
百
十
号
で
位
置
の
指
定
を
し
た
道
路
を
次
の
と
お
り
取

り
消
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 埼

玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

国 

分 

政 

勝 



 

第 

二 

号 

取

消

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指
定
の
取
消
し
に

係
る
道
路
の
種
類 

令
和
七
年
二
月
十
八

日 指
定
の
取
消
し
の 

年

月

日 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
字
富
士
塚
七
千
百
八
十
二―

二
、
七
千
百
八
十
三
、
七
千
三
百
六
十
二
の
各
一
部 

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

三
十
六
・
八
七 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

四
・
〇
〇 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
七
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
昭
和
四
十
五
年
三
月
十
二
日
第
百
六
十
六
号
で
位
置
の
指
定
を
し
た
道
路
を
次
の
と
お
り
取

り
消
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 埼

玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

国 

分 

政 

勝 



 

第 

三 

号 

取

消

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指
定
の
取
消
し
に

係
る
道
路
の
種
類 

令
和
七
年
二
月
十
八

日 指
定
の
取
消
し
の 

年

月

日 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
字
富
士
塚
七
千
百
八
十
二―

一
、
七
千
百
八
十
二―

二
の
各
一
部 

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

十
六
・
五
〇 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

四
・
〇
〇 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
八
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
第
三
十
一
号
で
指
定
を
し
た
道
路
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 埼

玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

国 

分 

政 

勝 



 

第

九

号 

取

消

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
の
取
消
し

に

係

る 
道

路

の

種

類 

令
和
七
年
二
月
十

九
日 

指
定
の
取
消
し
の 

年

月

日 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
双
柳
字
東
原
九
五
六―

二
、
九
五
八―

二
、
九
五
八―

三
、
九
五
八―

六
、
九
五
八―

七
及
び
九
五

九―

三
の
各
一
部 

   

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

五
十
・
〇 

指
定
の
取
消
し
に
係
る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇 

指
定
の
取
消
し
に
係
る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル

） 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
九
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 埼

玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

国 

分 

政 

勝 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
二
月
三
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
〇
三
〇
一
五
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日 

 
 

川
建
セ
第
〇
六
〇
一
五
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里
町
大
字
猪
俣
字
桐
ケ
谷
千
八
百
四
十
七
番
、
千
八
百
四
十
八
番
、
千
八 

百
五
十
二
番
、
千
八
百
六
十
四
番
、
千
八
百
四
十
八
番
二
、
千
八
百
五
十
二
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
新
宿
区
西
早
稲
田
二
丁
目
一
番
二
十
三
号 

 
 

東
世
紀
商
事
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

清
原 

真
理
子 
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